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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ケーブルの熱膨張に適応するために前記ケーブルをラダーラックに固定するためのラダ
ーラック及びケーブルクリートシステムであって、
　サイドレールと、前記サイドレールの間で延在する複数のラダーラングと、を有するラ
ダーラックと、
　前記ラダーラックに固定された取り付けブラケットアセンブリであって、水平梁及び垂
直部材を有するブラケット本体を有する、取り付けブラケットアセンブリと、
　前記ブラケット本体の前記水平梁に摺動可能に取り付けられた浮動支持ブラケットと、
　前記浮動支持ブラケットと前記取り付けブラケットアセンブリとの間に配置された金属
ロックタイであって、前記浮動支持ブラケット及び前記金属ロックタイが、前記ケーブル
の熱による膨張及び収縮を可能にするために、前記ブラケット本体に沿って摺動する、金
属ロックタイと、
を備え、
　前記取り付けブラケットアセンブリの前記ブラケット本体の前記垂直部材が、前記ラダ
ーラックの前記ラダーラングの１つに固定され、前記浮動支持ブラケットが、前記ラダー
ラックに固定された前記ケーブルを支持し、前記金属ロックタイが、前記浮動支持ブラケ
ットによって支持された前記ケーブルの周りに巻かれる、ラダーラック及びケーブルクリ
ートシステム。
【請求項２】
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　前記ブラケット本体が、前記垂直部材から延在している保持フランジを有し、前記保持
フランジが、前記ラダーラングと係合して前記ブラケット本体が捩れることを防ぐ、請求
項１に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項３】
　前記水平梁が、留め具を受け入れるためのねじ穴を伴う第１の端部を含み、前記留め具
が、前記浮動支持ブラケットが前記水平梁から摺動して外れることを防ぐ、請求項１に記
載のケーブルクリートシステム。
【請求項４】
　前記垂直部材が、前記ブラケット本体を前記ラダーラングに装着する留め具を受け入れ
るための穴を有する、請求項１に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項５】
　前記浮動支持ブラケットが、２つのフランジを伴うベースを含み、各フランジがスロッ
トを含む、請求項１に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項６】
　前記フランジが、前記ベースから下方に延在し、前記スロットが、互いに整列される、
請求項５に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項７】
　前記ブラケット本体が、前記浮動支持ブラケットの前記整列されたスロットを通って配
置される、請求項６に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項８】
　ケーブルの熱膨張に適応するために前記ケーブルをラダーラックに固定するためのラダ
ーラック及びケーブルクリートシステムであって、
　サイドレールと、前記サイドレールの間で延在する複数のラダーラングと、を有するラ
ダーラックと、
　前記ラダーラックに固定された取り付けブラケットアセンブリであって、水平梁及び垂
直部材を有するブラケット本体を有する、取り付けブラケットアセンブリと、
　前記ブラケット本体の前記水平梁に摺動可能に取り付けられた浮動支持ブラケットであ
って、前記浮動支持ブラケットが、２つのフランジを伴うベースを含み、各フランジがス
ロットを含み、前記フランジが、前記ベースから下方に延在し、前記スロットが、互いに
整列される、浮動支持ブラケットと、
を備え、
　前記取り付けブラケットアセンブリの前記ブラケット本体の前記垂直部材が、前記ラダ
ーラックの前記ラダーラングの１つに固定され、前記浮動支持ブラケットが、前記ラダー
ラックに固定された前記ケーブルを支持する、ラダーラック及びケーブルクリートシステ
ム。
【請求項９】
　前記ブラケット本体が、前記垂直部材から延在している保持フランジを有し、前記保持
フランジが、前記ラダーラングと係合して前記ブラケット本体が捩れることを防ぐ、請求
項８に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項１０】
　前記水平梁が、留め具を受け入れるためのねじ穴を伴う第１の端部を含み、前記留め具
が、前記浮動支持ブラケットが前記水平梁から摺動して外れることを防ぐ、請求項８に記
載のケーブルクリートシステム。
【請求項１１】
　前記垂直部材が、前記ブラケット本体を前記ラダーラングに装着する留め具を受け入れ
るための穴を有する、請求項８に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項１２】
　前記ブラケット本体が、前記浮動支持ブラケットの前記整列されたスロットを通って配
置される、請求項８に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項１３】
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　ケーブルをラダーラックに固定するためのケーブルクリートシステムであって、
　ブラケット本体を有する取り付けブラケットアセンブリと、
　前記ブラケット本体に摺動可能に取り付けられたケーブルクリートであって、ベース及
び前記ベースにヒンジ式に装着されたカバーを有する、ケーブルクリートと、
を備え、
　前記ケーブルクリートの前記ベースが、２つのフランジを伴う底部平坦部分を含み、各
フランジが、スロットを含み、前記フランジが、前記ベースから下方に延在し、かつ前記
スロットが互いに整列され、前記ブラケット本体が、前記ケーブルクリートが前記ブラケ
ット本体に沿って摺動して前記ケーブルの膨張及び収縮に適応することを可能にするため
に、前記ケーブルクリートの前記ベースの前記整列されたスロットを通って配置され、
　前記取り付けブラケットアセンブリが、前記ラダーラックのラダーラングに固定され、
前記ケーブルクリートが、前記ケーブルを制限して前記ケーブルを前記ラダーラックに固
定する、ケーブルクリートシステム。
【請求項１４】
　前記ブラケット本体が、水平梁、垂直部材及び前記垂直部材から延在している保持フラ
ンジを有し、前記保持フランジが、前記ラダーラングと係合して前記ブラケット本体が捩
れることを防ぐ、請求項１３に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項１５】
　前記水平梁が、留め具を受け入れるためのねじ穴を伴う第１の端部を含み、前記留め具
が、前記ケーブルクリートが前記水平梁から摺動して外れることを防ぐ、請求項１４に記
載のケーブルクリートシステム。
【請求項１６】
　前記垂直部材が、前記ブラケット本体を前記ラダーラングに装着する留め具を受け入れ
るための穴を有する、請求項１４に記載のケーブルクリートシステム。
【請求項１７】
　前記ケーブルクリートの前記ベースが、第１の端部及び第２の端部を含み、前記ケーブ
ルクリートの前記カバーが、第１の端部及び第２の端部を含む、請求項１３に記載のケー
ブルクリートシステム。
【請求項１８】
　前記ケーブルクリートが、前記ベースの前記第２の端部と前記カバーの前記第１の端部
とを枢動可能に連結するヒンジピン、及び前記カバーの前記第２の端部と前記ベースの前
記第１の端部とをロックするロックピンを含む、請求項１７に記載のケーブルクリートシ
ステム。
【請求項１９】
　前記ケーブルクリートが、前記ヒンジピン及び前記ロックピンが振動及び摺動して外れ
ることから保護するための、前記ヒンジピンの穴に挿入された第１のキーパワイヤ及び前
記ロックピンの穴に挿入された第２のキーパワイヤを含む、請求項１８に記載のケーブル
クリートシステム。
【請求項２０】
　複数のケーブルサイズを収容するための、前記ケーブルクリートの前記ベースと前記カ
バーとの間に配置された挿入部品を更に含む、請求項１３に記載のケーブルクリートシス
テム。
【請求項２１】
　ケーブルをラダーラックに固定するためのケーブルクリートシステムであって、
　ブラケット本体を有する取り付けブラケットアセンブリと、
　前記ブラケット本体に摺動可能に取り付けられたケーブルクリートであって、ベース及
び前記ベースにヒンジ式に装着されたカバーを有する、ケーブルクリートと、
を備え、
　前記ケーブルクリートの前記ベースが、第１の端部及び第２の端部を含み、前記ケーブ
ルクリートの前記カバーが、第１の端部及び第２の端部を含み、
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　前記ケーブルクリートが、前記ベースの前記第２の端部と前記カバーの前記第１の端部
とを枢動可能に連結するヒンジピン、及び前記カバーの前記第２の端部と前記ベースの前
記第１の端部とをロックするロックピンを含み、
　前記ベースの前記第１の端部及び前記第２の端部が、整列された穴を伴うフランジを含
み、かつ前記カバーの前記第１の端部及び前記第２の端部が、整列された穴を伴うフラン
ジを含み、前記カバーの前記第１の端部が、前記ヒンジピンを受け入れるように整列され
ている前記フランジの前記穴を伴う前記ベースの前記第２の端部における前記フランジ間
に配置され、前記ベースの前記第１の端部が、前記ロックピンを受け入れるように整列さ
れている前記フランジの前記穴を伴う前記カバーの前記第２の端部の前記フランジ間に配
置され、
　前記取り付けブラケットアセンブリが、前記ラダーラックのラダーラングに固定され、
前記ケーブルクリートが、前記ケーブルを制限して前記ケーブルを前記ラダーラックに固
定する、ケーブルクリートシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１６年１月１３日出願の米国仮特許出願第６２／２７８，２３７号に対
する優先権を主張し、同出願の主題全体を参照によりここに援用する。
【０００２】
　本発明は、ラダーラックに固定されたケーブルに関し、より詳細には、ラダーラックに
固定されたケーブルの熱による膨張及び収縮を許容するラダーラックのためのケーブルク
リートシステムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　短絡保護または一般的な締め付けを目的として、ケーブルをラダーラックに固定するた
めに、典型的には、ブラケット及びストラップが使用される。一般的な問題は、ラダーラ
ックに装着されたケーブルが膨張または収縮するときに発生する。ケーブルが移動し、そ
の結果、ケーブルとラダーラックとの間の連結が破損または損傷する場合が多い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　したがって、ラダーラックへのケーブルの連結を改善し、ケーブルが膨張及び収縮する
ことを許容し、それによって、ケーブル内に形成される力を低減し、かつケーブル及びラ
ダーラックへの損傷を排除することが望ましい。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　ケーブルをラダーラックに固定するように設計されたケーブルクリートシステム。ケー
ブルクリートシステムは、ブラケット本体を有する取り付けブラケットアセンブリ、及び
ブラケット本体に摺動可能に取り付けられた浮動支持ブラケットを含む。取り付けブラケ
ットアセンブリは、ラダーラックのラダーラングに固定される。金属ロックタイは、浮動
支持ブラケットと取り付けブラケットアセンブリとの間に配置される。金属ロックタイは
、浮動支持ブラケットによって支持されるケーブルサポートの周りに巻かれてケーブルを
ラダーラックに固定する。浮動支持ブラケット及び金属ロックタイは、固定されたケーブ
ルの熱による膨張及び収縮を可能にするために、ブラケット本体に沿って摺動する。
【０００６】
　ケーブルをラダーラックに固定するように設計された代替のケーブルクリートシステム
。ケーブルクリートシステムは、ブラケット本体を有する取り付けブラケットアセンブリ
、及びブラケット本体に摺動可能に取り付けられたケーブルクリートを含む。取り付けブ
ラケットアセンブリは、ラダーラックのラダーラングに固定される。ケーブルクリートは
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、ベース、及びベースにヒンジ式で装着されたカバーを含む。ケーブルは、ケーブルクリ
ートのベースに配置され、ケーブルクリートのカバーは、ケーブルを制限してケーブルを
ラダーラックに固定する。ケーブルクリートは、固定されたケーブルの熱による膨張及び
収縮を可能にするために、ブラケット本体に沿って摺動する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】本発明のラダーラック及びケーブルクリートシステムの斜視図である。
【図２】図１の穴付きラダーラングに設置されたケーブルクリートの斜視図である。
【図３】ラダーラックサイドレールを取り外した状態の図１のラダーラック及びケーブル
クリートの右側断面図である。
【図４】図３の穴付きラダーラングに設置されたケーブルクリートの右側断面図である。
【図５】図１のケーブルクリートの斜視図である。
【図６】穴付きラダーラングに配置されたケーブル束の周りに部分的に設置された図２の
ケーブルクリートの正面図である。
【図７】穴付きラダーラングに配置されたケーブル束の周りに設置された図２のケーブル
クリートの正面図である。
【図８】本発明のケーブルクリートシステムのラダーラック及び代替実施形態の斜視図で
ある。
【図９】図８の穴なしラダーラングに設置されたケーブルクリートの斜視図である。
【図１０】ラダーラックサイドレールが取り外された状態の図８のラダーラック及びケー
ブルクリートシステムの右側面図である。
【図１１】図９の穴なしラダーラングに設置されたケーブルクリートの右側面図である。
【図１２】図９のケーブルクリートの斜視図である。
【図１３】束の周りに部分的に設置された図１２のケーブルクリートの正面図である。
【図１４】束の周りに設置された図１２のケーブルクリートの正面図である
【図１５】代替のラダーラック及びケーブルクリートシステムの斜視図である。
【図１６】図１５の穴付きラダーラングに設置されたケーブルクリートの斜視図である。
【図１７】ラダーラックサイドレールが取り外された状態の図１５のラダーラック及びケ
ーブルクリートの右側面図である。
【図１８】図１５のケーブルクリートの斜視図である。
【図１９】図１８のケーブルクリートの分解図である。
【図２０】代替のラダーラック及びケーブルクリートシステムの斜視図である。
【図２１】図２０の穴付きラダーラングに設置されたケーブルクリートの斜視図である。
【図２２】ラダーラックサイドレールを取り外した状態の図２０のラダーラック及びケー
ブルクリートシステムの右側面図である。
【図２３】束の周りに部分的に設置された図２１のケーブルクリートの正面図である。
【図２４】束の周りに設置された図２３のケーブルクリートの正面図である。
【図２５】小型束の周りに設置された成形された挿入部品を伴う図２０のケーブルクリー
トの正面図である。
【図２６】図２５のケーブルクリートの分解図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　本発明は、ラダーラックに装着された、ケーブルの熱による膨張または収縮を許容する
ラダーラック及びケーブルクリートシステムである。図１は、ラダーラックサイドレール
５２、及びラダーラック５０を形成するために所定の間隔でサイドレール５２の間に配置
されたラダーラング５４、５６を伴うラダーラック５０を示す。図１に示すように、ラダ
ーラック５０の３つおきのラングは穴付きラング５６であり、ラダーラングの側部は整列
された穴５８を有する。後述するように、整列された穴５８は、ケーブル７０をラダーラ
ック５０に固定するように設計されたケーブルクリート１００を受け入れる。
【０００９】
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　図２～図４は、ケーブル７０をラダーラック５０の穴付きラダーラング５６に固定する
本発明のケーブルクリート１００を示す。図３に示すように、各穴付きラング５６は、穴
なしラング５４よりも低い位置に配置され、ケーブル７０を持ち上げることなく、ケーブ
ルクリート１００をラダーラック５０に載っているケーブルの下に挿入することを可能に
する。その結果、ケーブルクリート１００は容易かつ迅速に設置される。
【００１０】
　図４に示すように、ケーブルクリート１００は、穴付きラダーラング５６よりも幅広で
ある。その結果、ラダーラング５６の両側に開放空間８０が存在する。開放空間８０は、
必要に応じて、ケーブルクリート１００がラダーラング５６の上で摺動することを許容す
ることによって、熱による膨張に対する補償を提供する。
【００１１】
　図５に示すように、ケーブルクリート１００は、ケーブルクリートベース１０２、ケー
ブルクリートカバー１２０、キーパワイヤ１４４、１５４、１６４をそれぞれ伴う３つの
ピン１４０、１５０、１６０を含む。各ピンは、ケーブルクリート１００を固定する異な
る機能を果たす。ケーブルクリートヒンジピン１４０は、ケーブルクリートカバー１２０
をケーブルクリートベース１０２に枢動可能に連結する。ケーブルクリート装着ピン１５
０は、ケーブルクリート１００を穴付きラダーラング５６に固定する。ケーブルクリート
ロックピン１６０は、ケーブルクリートカバー１２０をケーブル７０の上で固定する。キ
ーパワイヤ１４４、１５４、１６４は、振動から保護し、ピン１４０、１５０、１６０が
それぞれ摺動して外れることを防ぐ。キーパワイヤ１４４、１５４、１６４は、典型的な
コッタピンとして作用する。キーパワイヤは、ケーブルクリートピンをケーブルクリート
ピンシャフトの穴を通すように挿入することによって固定し、次いでケーブルクリートピ
ンを適所に保持するように広げられる。
【００１２】
　ケーブルクリートベース１０２は、穴付きラダーラング５６の上に載っているケーブル
７０の下で摺動するように設計された第１の端部１０４、及び第２の端部１１２を含む。
ケーブルクリートベース１０２の第１の端部１０４は、２つの下方に延在しているベース
フランジ１０６を含む。ベースフランジ１０６のうちの１つは、ケーブルクリートベース
１０２の第１の端部１０４の両側に配置される。各ベースフランジ１０６は、ケーブルク
リート装着ピン１５０及びケーブルクリートロックピン１６０をそれぞれ受け入れるため
の２つの穴１０８、１１０を含む。ケーブルクリートベース１０２の第２の端部１１２は
また、ケーブルクリートベース１０２の第２の端部１１２の両側に配置された２つのフラ
ンジ１１４を含む。各フランジ１１４は、ケーブルクリートヒンジピン１４０を受け入れ
るための穴１１６を含む。
【００１３】
　ケーブルクリートカバー１２０は、２つのフランジ１２４を伴う第１の端部１２２、及
び２つのフランジ１３０を伴う第２の端部１２８を含む。ケーブルクリートカバー１２０
の第１の端部１２２におけるフランジ１２４は、ケーブルクリートカバー１２０の両側に
配置され、各フランジ１２４は、ケーブルクリートヒンジピン１４０を受け入れるための
穴１２６を含む。図２及び図５～図７に示すように、ケーブルクリートカバー１２０の第
１の端部１２２は、ケーブルクリートヒンジピン１４０を介して、ケーブルクリートベー
ス１０２の第２の端部１１２に枢動可能に連結される。ケーブルクリートヒンジピン１４
０は、ケーブルクリートヒンジピン１４０内の穴１４２に挿入されてベース１０２とカバ
ー１２０とを共に保持するキーパワイヤ１４４によって適所にロックされる。ケーブルク
リートカバー１２０の第２の端部１２８におけるフランジ１３０は、ケーブルクリートカ
バー１２０の各側に配置され、各フランジ１３０は、ケーブルクリートロックピン１６０
を受け入れるための穴１３２を含む。
【００１４】
　図６及び図７は、ケーブル７０の上の穴付きラダーラング５６のケーブルクリート１０
０の設置を示す。ケーブルクリート１００は、ケーブル７０の周りに設置され、ケーブル
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クリートカバー１２０は上方に枢動される。ケーブルクリートベース１０２を穴付きラダ
ーラング５６に載っているケーブル７０の下で摺動させた後、ケーブルクリート装着ピン
１５０は、ベースフランジ１０６の穴１０８、穴付きラング５６の整列された穴５８、及
び第２のベースフランジ１０６の穴１０８を通って挿入される。ケーブルクリート装着ピ
ン１５０は、ケーブルクリート装着ピン１５０の穴１５２に挿入されてケーブルクリート
１００を共に保持するキーパワイヤ１５４によって適所にロックされる。ケーブルクリー
ト装着ピン１５０は、ラダーラング５６に沿った横方向移動を防ぐ。
【００１５】
　次に、ケーブルクリートカバー１２０は、ケーブル７０の周りで下方に枢動されてケー
ブル７０を制限する。ケーブルクリートカバー１２０が完全に閉じられると、ケーブルク
リートロックピン１６０は、ケーブルクリートカバー１２０の第２の端部１２８における
フランジ１３０のうちの１つの穴１３２、ケーブルクリートベース１０２の第１の端部１
０４におけるフランジ１０６の穴１１０、及びケーブルクリートカバー１２０の第２の端
部１２８の反対側におけるフランジ１３０の穴１３２を通って挿入される。ケーブルクリ
ートロックピン１６０は、ケーブルクリートロックピン１６０内の穴１６２に挿入され、
ケーブルクリート１００を共に保持するキーパワイヤ１６４によって、適所に固定される
。
【００１６】
　図１～図７に関して説明したケーブルクリートシステムは、ラダーラック５０の３つお
きの穴付きラダーラング５６でのみケーブル７０を持ち上げることなく設置されてもよい
。図８～図１４は、穴付きラダーラング５６に固定されたケーブルクリート１００、及び
ケーブルを穴なしラダーラング５４に固定するために使用されるケーブルクリート２００
を有する、代替のケーブルクリートシステムを示す。ケーブルのうちの１つの束のみが示
されているが、複数のケーブルの束が本発明のラダーラックに設置されてもよいことが理
解される。
【００１７】
　図９～図１１に示すように、ケーブル７０は、穴なしラダーラング５４に直接載ってい
る。ケーブルクリート２００は、ケーブル７０をラダーラング５４から持ち上げることな
く、ケーブル７０の周りに巻くように設計されている。後述するように、ケーブルクリー
ト２００は、２つの部材２０４ａ、２０４ｂに分割され、ケーブル７０を持ち上げること
なく、ラダーラング５４に載っているケーブル７０の下にケーブルクリートベース２０２
を挿入することができる、ベース２０２を含む。その結果、ケーブルクリート２００は、
容易かつ迅速に設置される。図１０～図１１に示すように、ケーブルクリート２００がラ
ダーラングに設置されているとき、ラダーラング５４の両側に開放空間９０が存在する。
開放空間９０は、必要に応じて、ケーブルクリート２００をラダーラング５４の上で摺動
することを可能にすることによって、熱による膨張に対する補償を提供する。
【００１８】
　ケーブルクリート２００は、図１２～図１４により詳細に示されている。ケーブルクリ
ート２００は、ベース２０２、カバー２２０、及びキーパワイヤ２４４、２６４をそれぞ
れ伴う２つのピン２４０、２６０を含む。各ピン２４０、２６０は、ケーブルクリート２
００を固定する異なる機能を果たす。ケーブルクリートヒンジピン２４０は、ケーブルク
リートカバー２２０をケーブルクリートベース２０２に枢動可能に連結する。ケーブルク
リートロックピン２６０は、ケーブルクリートカバー２２０をケーブル７０の上で固定す
る。キーパワイヤ２４４、２６４は、振動に対して保護し、ケーブルクリートヒンジピン
２４０及びケーブルクリートロックピン２６０がそれぞれ摺動して外れることを防ぐ。
【００１９】
　ケーブルクリートベース２０２は、第１の端部２０６ａ、２０６ｂ及び第２の端部２１
２ａ、２１２ｂを有する各ベース部材２０４ａ、２０４ｂと離間した２つのベース部材２
０４ａ、２０４ｂを含む。ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第１の端部２０６ａ、２０６
ｂは、ケーブルクリートロックピン２６０を受け入れるための中心開口部２１０ａ、２１
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０ｂを伴う一対のフランジ２０８ａ、２０８ｂを有する。ベース部材２０４ａ、２０４ｂ
の第２の端部２１２ａ、２１２ｂは、ケーブルクリートヒンジピン２４０を受け入れるた
めの中心開口部２１６ａ、２１６ｂを伴う一対のフランジ２１４ａ、２１４ｂを有する。
同様に、ケーブルクリートカバー２２０は、第１の端部２２２及び第２の端部２２８を含
む。ケーブルクリートカバー２２０の第１の端部２２２は、ケーブルクリートヒンジピン
２４０を受け入れるための中心穴２２６を伴う一対のフランジ２２４を含む。図１２に示
すように、カバー２２０の第１の端部２２２は、ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第２の
端部２１２ａ、２１２ｂの間に配置される。ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第２の端部
２１２ａ、２１２ｂのフランジ２１４ａ、２１４ｂの中心穴２１６ａ、２１６ｂ、及びカ
バー２２０の第１の端部２２２のフランジ２２４の中心穴２２６は、ケーブルクリートヒ
ンジピン２４０を受け入れるように整列する。ケーブルクリートヒンジピン２４０は、ヒ
ンジピン２４０の穴２４２に挿入されてケーブルクリートを共に保持するキーパワイヤ２
４４によって適所に固定される。
【００２０】
　カバー２２０の第２の端部２２８は、ケーブルクリートロックピン２６０を受け入れる
ための中心穴２３２を伴う一対のフランジ２３０を含む。カバー２２０の第２の端部２２
８は、ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第１の端部２０６ａ、２０６ｂの間に配置される
。ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第１の端部２０６ａ、２０６ｂのフランジ２０８ａ、
２０８ｂの中心穴２１０ａ、２１０ｂ、及びカバー２２０の第２の端部２２８のフランジ
２３０の中心穴２３２は、ケーブルクリートロックピン２６０を受け入れるように整列す
る。
【００２１】
　ケーブルクリート２００をラダーラック５０上のケーブル７０の周りに設置するために
、ケーブルクリート２００のベース部材２０４ａ、２０４ｂは、穴なしラダーラング５４
に載っているケーブル７０の下で摺動し、ケーブルクリートカバー２２０が上方へ枢動す
る。ケーブルクリートカバー２２０は、閉位置（図１４参照）まで下方に枢動されてケー
ブル７０を制限する。ケーブルクリートカバー２２０がケーブル７０の周りに配置される
と、ロックピン２６０は、ベース部材２０４ａ、２０４ｂの第１の端部２０６ａ、２０６
ｂのフランジ２０８ａ、２０８ｂ、及びケーブルクリートカバー２２０の第２の端部２２
８のフランジ２３０を通って挿入される。ケーブルクリートロックピン２６０は、ロック
ピン２６０の穴２６２に挿入されてケーブルクリートを共に保持するキーパワイヤ２６４
によって、適所に固定される。その結果、ケーブルクリート２００は、穴なしラダーラン
グ５４に配置されたケーブル７０にロックされる。
【００２２】
　図１５～図１９は、ラダーラック３００に固定されたケーブル３１０の熱による膨張及
び収縮を許容する代替のラダーラック３００及びケーブルクリートシステム３２０を示す
。代替のシステムは、２つのラダーラックサイドレール３０２及び複数の穴付きラダーラ
ング３０４を伴うラダーラック３００を含み、複数の穴付きラダーラング３０４は、整列
された穴３０６を有するラダーラング３０４の側部を伴う。穴付きラダーラング３０４は
、ラダーラックサイドレール３０２の間に配置される。穴付きラダーラング３０４は、互
いに同じ高さで、かつ互いから一定の間隔を置いて位置している。
【００２３】
　図１６～図１９に示すように、ケーブルクリートシステム３２０は、取り付けブラケッ
トアセンブリ３２２、浮動支持ブラケット３５０、及び金属ロックタイ３６０を含む。取
り付けブラケットアセンブリ３２２は、ブラケット本体３２４、取り付けボルト３２６、
取り付け六角ナット３２８、及び止めねじ３３０を含む。ブラケット本体３２４は、水平
梁３３２、垂直部材３３６、及び保持フランジ３４０を含む。垂直部材３３６は、取り付
けボルト３２６を受け入れてブラケット本体３２４を穴付きラダーラング３０４に装着す
る穴３３８を有する。ブラケット本体３２４は、取り付け六角ナット３２８と共に適所に
固定される。
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【００２４】
　水平梁３３２は、第１の端部において止めねじ３３０を受け入れるためのねじ穴３３４
を含む。水平梁３３２は、浮動支持ブラケット３５０を収容する。浮動支持ブラケット３
５０は、２つのフランジ３５４を伴う矩形ベース３５２を含む。フランジ３５４の各々は
、互いに整列されたスロット３５６または細長い開口部を含む。図１８に示すように、水
平梁３３２は、浮動支持ブラケット３５０の整列されたスロットまたは細長い開口部３５
６を通って配置される。止めねじ３３０は、浮動支持ブラケット３５０が水平梁３３２か
ら摺動して外れることを防ぐ。浮動支持ブラケット３５０は、ケーブル３１０を支持し、
金属ロックタイ３６０を受け入れる。
【００２５】
　保持フランジ３４０は、垂直部材３３６から延在している。保持フランジ３４０は、ラ
ダーラング３０４と係合し、ケーブル３１０が短絡したときに、ブラケット本体３２４が
傾くかまたは捩れることを防ぐ。
【００２６】
　金属ロックタイ３６０は、浮動支持ブラケット３５０と水平梁３３２との間を通り、ケ
ーブル３１０の周りに巻かれている。金属ロックタイ３６０は、様々なサイズのケーブル
に適合するように締め付けられ得る。浮動支持ブラケット３５０及び装着された金属ロッ
クタイ３６０は、必要に応じて、水平梁３３２に沿って摺動してケーブル３１０の熱によ
る膨張及び収縮を許容する。
【００２７】
　図２０～図２６は、ラダーラックに固定されたケーブルの熱による膨張及び収縮を可能
にするラダーラック３００及び代替のケーブルクリートシステム４００を示す。代替のケ
ーブルクリートシステム４００は、ラダーラックサイドレール３０２を有するラダーラッ
ク３００、及びラダーラックサイドレール３０２の間に配置された複数の穴付きラダーラ
ング３０４と共に使用される。穴付きラダーラング３０４は、整列された穴３０６を含む
。穴付きラダーラング３０４は、互いから一定の間隔を置いて同じ高さに位置している。
【００２８】
　ケーブルクリートシステム４００は、取り付けブラケットアセンブリ４０２及びケーブ
ルクリート４３０を含む。取り付けブラケットアセンブリ４０２は、ブラケット本体４０
４、取り付けボルト４０６、取り付け六角ナット４０８、及び止めねじ４１０を含む。ブ
ラケット本体４０４は、水平梁４１２、垂直部材４１４、及び保持フランジ４１８を含む
。垂直部材４１４は、ブラケット本体４０４を穴付きラダーラング３０４に固定する取り
付けボルト４０６を受け入れる穴４１６を有する。ブラケット本体４０４は、取り付け六
角ナット４０８と共に適所に固定される。図１７に示した取り付けブラケット３３２とは
対照的に、取り付けボルト４０６及び取り付け六角ナット４０８は、取り付けボルト４０
６の頭部が穴付きラダーラング３０４の側部と水平梁４１２の下に配置された取り付け六
角ナット４０８との間に配置されるように逆の位置に設置される。
【００２９】
　水平梁４１２は、第１の端部において止めねじ４１０を受け入れるためのねじ穴４１３
を含む。保持フランジ４１８は、垂直部材４１４から延在している。保持フランジ４１８
は、ラダーラング３０４と係合し、ケーブル３１０が短絡したときに、ブラケット本体４
０４が傾くかまたは捩れて外れることを防ぐ。
【００３０】
　図２１～図２４に示すように、ケーブルクリート４３０は、ベース４３２、カバー４５
２、及びキーパワイヤ４７０、４７６をそれぞれ伴う２つのピン４６６、４７２を含む。
ピンの各々は異なる機能を有する。ケーブルクリートヒンジピン４６６は、ベース４３２
の第２の端部４４０とカバー４５２の第１の端部４５４とを枢動可能に連結するヒンジと
して機能する。ケーブルクリートロックピン４７２は、カバー４５２の第２の端部４６０
をベース４３２の第１の端部４３４にロックしてケーブルクリート４３０をケーブル３１
０に固定する。キーパワイヤ４７０、４７６は、ケーブルクリートヒンジピン４６６及び
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ケーブルクリートロックピン４７２の穴４６８、４７４にそれぞれ挿入される。キーパワ
イヤ４７０、４７６は、振動に対して保護し、ケーブルクリートヒンジピン４６６及びケ
ーブルクリートロックピン４７２が偶発的に摺動して外れることを防ぐ。
【００３１】
　ベース４３２の第１の端部４３４は、中心穴４３８を伴う２つのフランジ４３６を有す
る。図２１及び図２２に示すように、穴４３８は、ケーブルクリートロックピン４７２を
受け入れるように整列される。ベース４３２の第２の端部４４０はまた、中心穴４４４を
伴う２つのフランジ４４２を有する。穴４４４は、ケーブルクリートヒンジピン４６６を
受け入れるように整列される。ベース４３２の底部平坦部分４４６は、整列された細長い
スロット４５０を伴うフランジ４４８を含む。細長いスロット４５０は、ブラケット本体
４０４の水平梁４１２を受け入れるように設計される。止めねじ４１０は、ケーブルクリ
ート４３０の底部平坦部分４４６が、水平梁４１２から摺動して外れることを防ぐ。ベー
ス４３２の底部平坦部分４４６は、必要に応じて、ケーブルクリート４３０が水平梁４１
２に沿って摺動することを可能にする浮動支持体として機能してケーブル３１０の膨張及
び収縮に対応する。
【００３２】
　カバー４５２の第１の端部４５４は、ケーブルクリートヒンジピン４６６を受け入れる
ための整列された穴４５８を伴うフランジ４５６を含む。図２１に示すように、カバー４
５２の第１の端部４５４は、ベース４３２の第２の端部４４０においてフランジ４４２の
間に配置され、その結果、フランジ４４２、４５６の穴４４４、４５８がそれぞれ、ケー
ブルクリートヒンジピン４６６を収容するように整列される。カバー４５２の第２の端部
４６０は、ケーブルクリートロックピン４７２を受け入れるための整列された中心穴４６
４を伴うフランジ４６２を含む。図２４に示すように、ベース４３２の第１の端部４３４
は、カバー４５２の第２の端部４６０のフランジ４６２の間に配置され、その結果、フラ
ンジ４３６、４６２の穴４３８、４６４がそれぞれ、ケーブルクリートロックピン４７２
を収容するように整列される。
【００３３】
　ケーブルクリートベース４３２が、水平梁４１２及び水平梁４１２上のケーブル３１０
の上に摺動された後、ケーブルクリートカバー４５２は、下方に枢動してケーブル３１０
を制限する。ケーブルクリート４３０がケーブル３１０の上で閉められると、ケーブルク
リートロックピン４７２は、ケーブルクリートカバー４５２の第２の端部４６０における
フランジ４６２の整列された穴４６４、及びケーブルクリートベース４３２の第１の端部
４３４におけるフランジ４３６の穴４３８を通って挿入される。
【００３４】
　図２５及び図２６に示すように、ケーブルクリート４３０は、必要に応じて、異なるサ
イズのケーブル４９０と共に使用されてもよい。成形された挿入部品４８０は、ケーブル
クリートカバー４５２が下方に枢動してケーブル４９０を固定する前に、ケーブル４９０
の上に配置される。成形された挿入部品４８０により、ケーブルクリートアセンブリ４０
０は、ケーブルサイズの一定の範囲を確保することができる。図２５及び図２６に示す成
形された挿入部品４８０はまた、ラダーラックに固定された異なるサイズのケーブルを収
容するために、図１～図１４に示しかつ説明したケーブルクリートアセンブリと共に使用
されてもよい。
【００３５】
　上述したケーブルクリートシステムは、ケーブルまたはラダーラックを損傷することな
く、ケーブルを膨張及び収縮させることを可能にするために、ラダーラックにケーブルの
改善された連結を提供する。
【００３６】
　さらに、本発明の特別な好適な実施形態について図示しかつ説明したが、当業者には本
発明の教示から逸脱せずに、その変更及び修正が可能であることが明らかであろう。先に
述べた説明及び添付図面で説明した事柄は、実例を提示しているに過ぎず、何ら制限を課
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すものではない。
【符号の説明】
【００３７】
５０，３００　ラダーラック、５４，５６，３０４　ラダーラング、７０，３１０，４９
０　ケーブル、１００，２００，４３０　ケーブルクリート、１０２，２１２，３５２，
４３２　ベース、１０４，１２２，２０６ａ、２０６ｂ，２２２，４３４，４５４　第１
の端部、１０６，１１４，１２４，１３０，２０８ａ、２０８ｂ，２１４ａ、２１４ｂ，
２２４，２３０，３５４，４３６，４４２，４４８，４５６，４６２　フランジ、１０８
，１１０，１１６，１２６，１３２，１４２，１６２，２１０ａ，２１０ｂ，２１６ａ，
２１６ｂ，２２６，２３２，２４２，２６２，３３８，４１６，４３８，４４４，４５８
，４６４，４６８，４７４　穴、１１２，１２８，２１２ａ、２１２ｂ，２２８，４４０
，４６０　第２の端部、１２０，２２０，４５２　カバー、１４０，２４０，４６６　ヒ
ンジピン、１４４，２４４，４７０　第１のキーパワイヤ、１６０，２６０，４７２　ロ
ックピン、１６４，２６４，４７６　第２のキーパワイヤ、３２０，４００　ケーブルク
リートシステム、３２２，４０２　取り付けブラケットアセンブリ、３２４，４０４　ブ
ラケット本体、３２６，３３０，４０６，４１０　留め具、３３２，４１２　水平梁、３
３４，４１３　ねじ穴、３３６，４１４　垂直部材、３４０，４１８　保持フランジ、３
５０　浮動支持ブラケット、３５６，４５０　スロット、３６０　金属ロックタイ、４４
６　底部平坦部分、４８０　挿入部品

【図１】 【図２】
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【図１７】 【図１８】
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【図２１】 【図２２】
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【図２５】 【図２６】
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